
 

 

以下に示す策定体制で、市民会議での提案内容を踏まえながら、長期総合計画策

定審議会で審議し、長期総合計画を策定します。 

 

■新居浜市長期総合計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・市民意向調査（Ｈ２０） ・まちづくり校区集会からの提言 

・小中高生からの提言 ・新居浜市出身者等意向調査 

・各種団体及び企業ヒアリング 他 
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プロジェクトチーム 

・総合運動公園 ・芸術文化施設 ・アセットマネジメント・・・ 

 

＜任務＞ 

市長の諮問に応じ、長期総合計画に

ついて必要な調査・審議を行い、答

申する。 

長期総合計画策定審議会 

 

分科会 

第 1分科会（快適交流・経済活力） 

第 2分科会（環境調和・健康福祉） 

 
第 3分科会（教育文化・自立協働 

    計画の推進） 

 


